
 

 

 

 

 

  

集めている食品について 

・お米、パスタ、乾麺  

・レトルト食品・缶詰類 

・インスタント食品   

集める食品の条件について 

・包装や外装が破損していないもの 

・生鮮食品以外のもの 

・賞味期限が１ヵ月以上残っているもの 

・常温保存が可能なもの ・未開封のもの 

認知症カフェ   『ふれあいカフェなかまち』 

問合せ：社会福祉協議会上野毛地区事務局  TEL070-3946-9799 FAX03-6733-7984 

玉川地域社協事務所では、コロナ緊急小
口貸付の受付で食事にお困りの方に企業
や個人の方からの寄付食品をお渡しして
おります。 
みなさまのご家庭で余っていたり、不要
になった食べ物を、１つからでもご持参
いただき、ご協力いただければ幸いです。 
同じ地域で暮らす誰かの生活を支えるこ
とができる活動です。ご協力お願いいた
します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

食で応援ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

 
どんな食べ物が必要？ どんな取組み？ 

上野毛地区 

～新型コロナウイルス感染状況により、時期を選ばず中止となる可能性が 

有ります点、あらかじめご了承ください。～ 

 

ふれあいカフェなかまち 

ご一緒に お茶とお菓子とおしゃべりしながら、それぞれのできることを楽しみながら、いつ

しかまちのみんなが顔見知りになって支えあっている。そんなまちの拠点になりたい、それが

私たちのめざす『ふれあいカフェなかまち』です。 

日時：２月１９日(土) 
   １４：００～１６：００ 

場所：中町ふれあいの家 
   （中町５－１９－２） 

♪ふれあいカフェなかまち開催中 
現金でのご寄附やカフェ手作りお菓子・クラフ

ト・野菜苗のお買物でのご寄附も可能です。定員

に余裕があれば、カフェにご参加頂けます。 

 
 


